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   那珂川町木造住宅耐震改修等事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この告示は、町が交付する木造住宅耐震改修等事業補助金について、那珂

川町補助金等交付規則（平成１７年那珂川町規則第４７号。以下「規則」という。）

及び那珂川町補助金等の交付に関する規程（平成２９年那珂川町告示第１０３号。

以下「規程」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定める。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

（1） 耐震診断 那珂川町木造住宅耐震診断等事業補助金交付要綱（平成２２

年那珂川町告示第６７号）第２条第１号に規定する耐震診断をいう。 

（2） 補強計画 前号の診断結果に基づき、耐震構造耐力上主要な部分の地震

に対する安全性を向上させるためのもので、各階の必要保有耐力に対する各

階の張り間方向又はけた行き方向の耐力の割合が１．０未満であるものを、

１．０以上にするための補強提案をいう。 

（3） 耐震改修 前号の補強計画の策定と併せて実施する、改修工事をいう。 

（4） 耐震建替え 耐震診断の結果に基づき、耐震改修が必要であると診断さ

れた住宅を除却し、建替え前の住宅と同一敷地内（同一敷地内であると認め

られる場合を含む。）に新たに一戸建て住宅を建築するものをいう。 

（5） 耐震改修等 耐震改修又は耐震建替えをいう。 

（6） 建築士 １級建築士、２級建築士及び木造建築士をいう。 

（7） 県産出材 「栃木県産出材証明制度」に基づき、栃木県内の森林から産

出したことが証明された木材 

（補助対象住宅） 

第３条 補助金の交付対象となる住宅（以下「補助対象住宅」という。）は、所有

者又は当該所有者の３親等以内の親族が居住し、耐震改修等事業実施後も引き続

き居住する住宅で、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。 

（1） 町内に存する昭和５６年５月３１日以前の旧耐震基準で建築された木造

２階建て以下の一戸建て住宅（併用住宅を含む。）で、住居の用に供する部
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分の床面積が延べ床面積の２分の１以上であるもの 

（2） 在来軸組工法又は、伝統的構法により建築された住宅 

（3） 賃貸を目的としない住宅 

（4） 耐震診断を実施した者が診断結果に基づく耐震改修等事業を行う住宅 

（5） 耐震改修等事業（耐震建替えの場合は補助対象住宅の除却工事及び建替

え後の住宅に係る工事等）に着手していない住宅 

２ 耐震建替えの場合は、前項に掲げるもののほか、次の各号に掲げる要件をすべ

て満たすものとする。 

（1） 耐震建替え後の住宅の所有者は、次条第１項第１号に定める者であるこ

と。 

（2） 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第６条

第１項及び第６条の２第１項の規定による確認申請又は法第１５条第１項

の規定による届け出を行っていないこと。 

（3） 建替えた住宅に係る法第７条第５項又は第７条の２第５項の規定による

検査済証が交付されること。また、同法第６条第１項及び第６条の２第１項の

規定による確認申請を要しない建物の場合にあっては、建築士法（昭和２５年

法律第２０２号）第２０条第３項の規定による工事監理状況報告書が提出され

ること。 

（4） 耐震建替え後の住宅の設計及び工事監理は、建築士が行っていること。 

（5） 国又は地方公共団体等が行う移転補償に係る事業の対象になっている場

合は、当該補償の内容が再築ではないこと。 

（補助対象者） 

第４条 補助金の交付対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号

に掲げる要件をすべて満たすものとする。 

（1） 補助対象住宅を所有する個人又は補助対象住宅の所有者の３親等以内の

親族で、当該耐震改修等事業に係る契約者となる者 

（2） この要綱による補助金を受けたことがない者 

（3） 国税、県税及び町税の滞納がない者 

（交付の目的等） 

第５条 那珂川町耐震改修等補助金等の交付の目的、交付の対象である事務又は事
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業の内容、その交付率又は補助額は、次の表のとおりとし、予算の範囲内におい

てこれを交付する。 

補助金等の交付の目的 交付の対象であ

る事務又は事業

の内容 

交付率又は補助額 

那珂川町建築物耐震改

修計画に基づき、地震

に対する住民の安全性

に関する意識の啓発を

図り、木造住宅の耐震

化を促進することによ

り、災害に強いまちづ

くりに資することを目

的とする。 

耐震改修 耐震改修に要する費用（耐震補強設計費及

び耐震補強工事監理費を含み、耐震補強の

対象とならない工事費用を除く）に５分の

４を乗じて得た額とし、１，０００円未満

の端数があるときは、これを切り捨てる。

ただし、当該額が１００万円を超える場合

は１００万円を限度額とする。なお、補助

額の交付に当たっては、租税特別措置法（昭

和32年法律第26号）第41条の19の2に規定す

る所得税額の特別控除の額を差し引いて、

補助金を交付するものとする。 

耐震建替え 1 耐震改修に要する費用相当分（建替え前

の住宅に係る住居の用途に供している部

分の床面積の合計に1平方メートル当たり

２２，５００円を乗じた額）の５分の４以

内の額とし、１，０００円未満の端数があ

るときは、これを切り捨てる。ただし、当

該額が１００万円を超える場合は、１００

万円を限度額とする。 

2 建替え後の構造が木造であり、県産出材

を10m3以上使用する場合は、１０万円を加

算（以下「加算」とする。）するものとす

る。 

（交付申請） 

第６条 補助金等の交付を受けようとする者が、規則第４条の規定により、提出す
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る書類は、次の表に定めるとおりとする。 

 

提出すべき申請書

の名称 

様式 申請書に添付すべき書類 提出

部数 

那珂川町耐震改修

等補助金交付申請

書 

規則様式第

1号 

1 事業計画書（様式第1号） 

2 収支予算書（様式第2号） 

3 補助対象住宅の付近見取図 

4 補助対象住宅の建築時期及び所有者が確

認できる書類 

5 木造住宅耐震診断報告書の写し 

6 住民票及び所有者と申請者の関係が確認

できる書類 

7 工事工程表 

8 耐震改修等工事設計書（耐震改修後の耐震

評点等を明確にしたものとし、耐震改修の

対象とならない工事を含む場合には、その

区分が明確なもの） 

9 耐震改修等に要する費用の見積書の写し

（耐震改修の対象とならない工事等を含む

場合には、その区間が明確なもの） 

10 耐震補強設計及び工事監理に要する費用

の見積書の写し（耐震改修の対象とならな

い工事等を含む場合には、その区間が明確

なもの） 

11 国税、県税及び町税の未納がないことを

証する書類 

12 耐震建替えを行う場合は、新築する住宅

の設計及び工事監理は、建築士が行うこと

が確認できるもの 

1部 
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13 その他町長が必要と認める書類 

（事業着手） 

第７条 補助金の交付決定の通知を受けた者は、交付決定通知書の交付を受けた日

から６０日以内に耐震改修等工事に着手しなければならない。 

（変更承認申請） 

第８条 補助金等の交付決定を受けた者が、規則第６条第１項第１号の規定に基づ

く当該補助金等の申請の内容の変更（次項の軽微な変更を除く。）の町長の承認

を受けようとする場合において、提出する書類は、次の表に定めるとおりとする。 

提出すべき申請書

の名称 

様式 申請書に添付すべき書類 提出

部数 

那珂川町耐震改修

等補助金計画変更

承認申請書 

規程様式第

5号 

1 変更事業計画書（様式第1号） 

2 変更収支予算書（様式第2号） 

3 その他町長が必要と認める書類 

1部 

２ 事業量及び事業内容の変更で、軽微な変更とは、次に掲げる変更以外の変更と

する。 

（1） 事業計画の目的、概要、その他主要な内容の変更又は廃止 

（2） 事業計画の交付申請額の増又は減 

（実績報告） 

第９条 補助対象者が、補助対象事業を完了した場合又は補助金等の交付の決定に

係る町の会計年度が終了した場合において、規則第１３条の規定により提出する

書類は、次の表に定めるとおりとする。 

提出すべき報告書

の名称 

様式 報告書に添付すべき書類 提出

部数 

那珂川町耐震改修

等補助金実績報告

書 

規則様式第

2号 

1 事業報告書（様式第3号） 

2 収支決算書（様式第4号） 

3 耐震補強設計、工事監理に係る契約書の写

し及び領収書の写し（耐震改修の対象とな

らない工事等を含む場合には、その区間が

明確なもの） 

1部 
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4 耐震改修等工事に係る契約書の写し及び

領収書の写し（耐震改修の対象とならない

工事等を含む場合には、その区間が明確な

もの） 

5 工事状況写真（施工箇所ごとの施工前、施

工中及び完了時の写真） 

6 耐震建替えを行った場合は、前に掲げるも

ののほか、次に掲げる書類を提出するもの

とする。 

7 既存住宅の除去に係る契約書及び領収書

の写し 

8 建替えた住宅に係る平面図及び立面図 

9 建替えた住宅に係る法第7条第5項又は第7

条の2第5項の規定による検査済証の写し又

は同法第6条第1項及び第6条の2第1項の規

定による確認申請を要しない建物の場合に

あっては、建築士法第20条第3項の規定によ

る工事監理状況報告書の写し 

10 建替えた住宅の所有者がわかる書類 

11 加算にあたっては、木材使用状況が確認

できる写真及び県産出材出荷証明書（様式

第5号） 

12 その他町長が必要と認める書類 

（交付請求） 

第１０条 補助対象者が、補助対象事業の補助金交付請求を行う場合において、規

則第１８条の規定により提出する書類は、次の表に定めるとおりとする。 

提出すべき請求書

の名称 

様式 請求書に添付すべき書類 提出

部数 

那珂川町耐震改修 規則様式第 補助金等の額の確定指令書の写し 1部 
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等補助金交付請求

書 

3号 

 

（その他） 

第１１条 この告示に定めるもののほか、補助金等の交付について必要な事項は、

別に定めるものとする。 

制定文・附則 抄 

 この告示の改正前の要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の要

綱の相当規定によってなされた手続その他の行為とみなす。 
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